
長池公園駐車場整備 

特 記 仕 様 書 

 

１ 整備目的 

本事業は、長池公園において、公園利用者の利便の向上等を図るため、民間事業者（以下、「事業者」

という。）の優れた経営能力等を活かし、効率的かつ効果的な公園駐車場の整備・管理運営を事業者に

行っていただくものです。 

 

２ 事業区域（整備・管理運営の範囲） 

長池公園：約６３５㎡「事業区域平面図」（資料①） 

 

３ 施設概要及び整備内容等の協議範囲 

・施設の構造及び範囲等は本市の指示に従うこと。 

 

４ 適用法令等 

  事業者は、設計・整備等の実施にあたり、次の関係法令等を順守すること。 

【法令・施行令等】 

次の法律及び施行令等 

・ 都市計画法 

・ 都市公園法 

・ 建築基準法 

・ 消防法 

・ 文化財保護法 

・ 道路法 

・ 下水道法 

・ 水道法 

・ ガス事業法 

・ 電気事業法 

・ 省エネルギー法 

・ 電波法 

・ 建設業法 

・ 高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

・ 大気汚染防止法 

・ 水質汚濁防止法 

・ 土壌汚染対策法 

・ 労働安全衛生法 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

・ 個人情報の保護に関する法律 

・ 駐車場法 

・ その他関連法規 



【条例等】 

次の条例及び関係規則等 

・ 大阪市公園条例 

・ 大阪府生活環境の保全等に関する条例 

・ 大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱 

・ 大阪市暴力団排除条例 

・ その他関連条例、要綱等 

 

５ 設計・整備等に関する要求水準 

事業者は、下記の要求水準を満たす限りにおいて、自由に設計できるものとする。 

（一般事項） 

    ・事業者は、本要求水準など本事業に関する業務（調査・調整・準備業務・工事等）につい

て、事業者の責任及び費用負担のもと、事業者自ら実施すること。 

    ・事業者は、都市公園法第５条の設置許可（以下、「設置許可」という。）を得る前に、事業

区域内で本事業にかかる測量や現地調査等を行う場合、事前に本市へ承諾を得ること。 

・事業者は、設計段階から公園の利用形態等を十分に把握したうえで必要な対策を講じるこ

と。 

・事業者は、現地測量などの設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等のわかる必

要書類を書面により本市に提出すること。 

・事業者は、設計完了時に上記の書面内容が、事業条件等に適合しているか否かについて本

市の確認を受ける。 

・事業者は、本市の設計内容等確認後、本市の承諾を得られれば工事に着手することができ

る。なお、本市が要求水準書に示す仕様に満たないと判断した場合又は要求水準書に記載

していない事項を含め、本市が管理運営に支障をきたすと判断した場合等は、本市は事業

者に対し設計内容の修正を求めることができる。 

・事業者は、工事着手に際しては、近隣住民へ工事内容等について十分説明を行い、生活環

境の維持に努めること。 

・事業者は、設置許可等に伴う許可条件を遵守し、許可区域の安全確保に努めるととも

に、施設等の清掃、維持管理及び修繕など適正な管理運営を行うこと。 

 

（施設） 

・「施設平面図（参考図）」（資料②）に示すとおり、許可区域の北側には車路（出入路）を設

置し、その他の周囲には、フェンスを設置すること。 

・現事業者にて設置しているフェンス（H=1.8m ホワイト）については、現事業者と協議の

うえ継続して使用することも可能である。 

・現駐車場整備を行う前に設置していた西側公園出入口の門扉については、現事業者にて撤

去済みであることから、現事業者と協議のうえ現状を引き継ぐことを本市は妨げないが、

この場合、駐車場としての事業を終了したとき（本市が許可を取り消したとき、又は許可

期間が満了して引き続き使用を許可しないときを含む）は、次期事業者は、本市が指定す

る期日までに駐車場を門扉を含め原状回復して返還しなければならない。ただし、本市が

特に承認した場合はこの限りではない。 

・工事着手前に想定できなかった地中障害物等を施工途中に発見した場合、本市に連絡し、



本市の承諾を得て、事業者の費用負担のもと、事業者自ら撤去すること。 

 

（電気、通信の供給） 

・電気、通信の供給が必要な場合、事業者は、既存施設の状況を調査し、各供給事業者と協

議のうえ、原則、新たに引き込みを行うこと。 

・照明施設を配置する場合は、「JIS Z 9110 照度基準」に示す照度基準を遵守し、既設照明

灯の照度・器具を参考に、周辺環境に配慮すること。 

   （雨水排水施設） 

・許可区域内の雨水排水については、下水道施設に速やかに排水できるように排水計画を立

案し、必要な排水設備を整備すること。 

・雨水排水管について、やむを得ず、本市の施設を使用する場合、関連施設の排水機能及び

維持管理等に支障をきたさないよう事前に本市の承諾を得るものとする。 

 

（園路広場及び管理施設） 

・許可区域の境界には、境界を明示する縁石等を整備するとともに図示するなど明確にして

おくこと。 

・許可区域外に車両が物理的に進入することが出来ないよう、1.8m以上のフェンスを整備し

公園利用者等の安全を確保すること。 

・公園駐車場と道路が接する車路（出入路）の位置については、道路管理者及び所轄警察等

の関係機関との協議のうえ、原則、「施設平面図（参考図）」（資料②）に示す範囲内に設置

すること。なお、道路工事に必要な申請は事業者が自ら行い、申請にかかる費用はすべて

事業者の負担とする。 

・公園駐車場設置工事に伴う道路施設の破損等については、道路管理者と立会のうえ、すべ

て事業者の負担により原状復旧を行うこととする。 

・許可区域から公園内一般園地への出入口は、１箇所以上設けることとし、車いすは通行可

能となる構造とすること。 

・舗装については、原則、透水機能を有した構造とすること。 

・四輪車の車室の大きさは、幅 2.3m以上、奥行 5.0m以上確保すること。また、車室は、他

の自動車を動かさずに出し入れができる配置とすること。 

・四輪車の車路は、駐車場法施行令法第 8条の技術的基準に適合すること。 

・大阪市公園条例第 2条の 6 の設置基準により、車いす使用者駐車施設を１以上設置するこ

と。 

 

（その他） 

・当該区域は、JR 阪和線の高架下となっているため、西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部

阪和線保線区と営業線近接協議を行うこと。 

・工事の施工に必要となる資材の規格等については、「公園工事標準図面集」及び「道路工事

標準設計図集」を参照し、本市と協議のうえ同種同等のものとすること。 

・各種平面図データや撤去施設の詳細図資料等については、下記の「照会窓口」に電子メー

ルで問い合わせること。本市から送付する注意事項に同意した場合、本市からメールにて

関係する電子データを送付する。 

  



【照会窓口】 

大阪市建設局公園緑化部公園課  

住 所：〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 

ＡＴＣビルＩＴＭ棟4階(Ｍ-4） 

電 話：06－6615－6864 

ＦＡＸ：06－6615－6070 

E-mail：la0197@city.osaka.lg.jp 

ホームページアドレス：http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/index.html 

 

 

＜公園工事標準図面集・道路工事標準設計図面集＞ 

 標準図面集等は大阪市ホームページにて掲載しているので、それぞれ参照すること。 

  ◇「公園工事標準図面集」 

：「大阪市ホームページトップページ」 ≧ 「産業・ビジネス」 ≧ 「入札契約情報」 

≧ 「各局等入札契約情報」 ≧ 「建設局」≧ 「入札・契約のお知らせ」 ≧ 「公園

工事標準図面集」 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000146164.html 

 ◇「道路工事標準設計図集」 

   ：「大阪市ホームページトップページ」 ≧ 「産業・ビスネス」≧ 「入札契約情報」 ≧ 

「各局等入札契約情報」 ≧ 「建設局」 ≧ 「入札・契約のお知らせ」 ≧ 「工事請

負共通仕様書（平成 23 年 3 月）」≧ 「工事請負共通仕様書（道路・河川土木工事）」 ≧

「道路工事標準設計図集（道路・河川土木工事）」 

 http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000115404.html 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000146164.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000115404.html

